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笠
松
町
は
、
今
回
の
住
民
投
票
の

結
果
を
受
け
、
時
代
の
流
れ
を
注
視

し
つ
つ
単
独
で
の
行
財
政
運
営
を

行
っ
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
今
後
、
限
ら
れ
た
財
源

の
中
で
新
た
な
行
政
課
題
や
社
会
経

済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
て
い
く
た

め
に
は
、
現
在
の
ま
ま
の
行
財
政
運

営
で
は
不
可
能
で
あ
り
、
よ
り
実
効

性
の
あ
る
行
財
政
改
革
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
町
で
は
、
新
し
い
推
進

体
制
の
も
と
、
効
果
的
で
効
率
的
な

町
政
の
実
現
に
向
け
て
、
全
事
務
事

業
を
原
点
に
立
ち
戻
り
、
抜
本
的
な

見
直
し
に
着
手
し
ま
し
た
。

　

最
終
的
に
は
、
行
財
政
改
革
推
進

プ
ラ
ン
と
し
て
今
年
度
中
の
策
定
を

目
指
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
策
定
に

至
る
ま
で
に
は
住
民
説
明
会
な
ど
で

町
民
の
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
伺
い

す
る
予
定
で
す
。

　

行
財
政
改
革
推
進
体
制
お
よ
び
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

町
で
は
、
行
財
政
改
革
推
進
プ
ラ

ン
の
策
定
に
当
た
っ
て
、
広
く
町
民

の
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
お
聞
き
し
て

い
ま
す
。
広
報
か
さ
ま
つ
と
と
も
に

お
届
け
し
ま
し
た
「
行
財
政
改
革
へ

の
意
見
書
」
に
ご
意
見
を
記
入
の
う

え
、
お
近
く
の
公
共
施
設
の
「
行
財

政
改
革
意
見
箱
」
に
投
函
し
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
Ｅ
メ
ー
ル

で
も
随
時
、
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
お

聞
き
し
て
い
ま
す
。

意
見
箱
設
置
場
所　

役
場
・
南
事
務

所
・
福
祉
健
康
セ
ン
タ
ー
・
中
央
公

民
館
・
松
枝
公
民
館
・
総
合
会
館
・

福
祉
会
館
・
ス
ポ
ー
ツ
交
流
館

Ｆ
Ａ
Ｘ　

３
８
７
・
５
８
１
６

Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス　
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皆
さ
ん
の
ご
意
見
を

　
　
　
　
　

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

諮問 

答申 

条例・予算 

連携 
（協議） 

行財政改革推進プラン案 

行財政改革推進プラン 
 

行財政改革推進本部 
・全事務事業の再検討 
・行財政改革推進プラン案の検証 
（町長を本部長に町長の指名する職員７人で構成） 

町　　長 行財政改革推進委員会 
・効率的な町政の実現を推進 
・町長からの諮問への答申 
      （有識者　15人） 

行財政改革推進対策室 
・行財政改革推進プランの作成・進行管理 
・行財政改革推進委員会の庶務 
・職員プロジェクトの庶務 
　（職員６人うち併任１人） 

新行財政システム構築プロジェクト 
・全事務事業の再検討 
・既成概念にとらわれない斬新な発想 
       （併任辞令職員　12人） 

行財政改革推進体制 

財政改革 
特別委員会 
（議員全員） 

町　議　会 

情報提供等 

平成17年度～実施 平成16年度実施 平成18年度～実施 

行財政改革推進委員会の答申 

条例案提案 

新年度予算案提案 議　会　提　出 

・即効的なものは、随時実施 
 
・条例改正が伴うものは、９ 
　月または12月定例会におい 
　て審議 
 
・実施する際には、議会との 
　協議 

行財政改革推進スケジュール 

７月 

12月 

３月 

平成17年度 
　　以降 笠松町行財政改革推進プランに基づく進行管理および見直し  

行財政改革推進本部および新行財政システム構築プロジェクトでの全事務事業の再検討 

行財政改革推進委員会の審議、調査 

笠松町行財政改革推進プランの作成 

シリーズ行財政改革①


